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を
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【問い合わせ】 人権教育課　186－8024　FAX 86－8380

この世界の この時間に 縁あって
ともに生きている 私たち
だれもが それぞれに ちがった力をもち
それぞれに ちがった環境の中で生きている
一人ひとり 考え方も感じ方もさまざま
だからこそ もう少し おだやかに
こころ やわらかくすごしたい
こころを やわらかくすることで
人は自分を受け入れられる
人は相手を受け入れられる
やわらかなこころが
一人ひとりを大切にすることへと
みちびいてくれる 
（滋賀県発行啓発冊子「こころやわらかく」から） 

 

　物事をゆたかに感じることができる感性

や感覚をもつことは、想像力を培い、思い

やる心を育てることにつながります。 

　人権問題は、相手を正しく理解せずに、

思い込みやマイナスのイメージだけで判断

してしまうことからおこるものです。 

　心が柔軟であれば、相手の立場に立って

物事を考えることや、様々な角度から物事

を見ることができるのではないでしょうか。 

　人権教育課では、これからも人権教育セ

ミナーや講座、人権のつどいを開催してい

きます。「行ってみようかな？」と気軽に

足を運んでいただき、一緒に様々な人権に

ついて学びましょう。そして「こころやわ

らかく」「すてきな感性」を持ち続けてい

きましょう。 

こころやわら

か
く

こころやわら

か
く

こころやわら

か
く

つちか 
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　心が柔軟であれば、相手の立場に立って

物事を考えることや、様々な角度から物事

を見ることができるのではないでしょうか。 

　人権教育課では、これからも人権教育セ

ミナーや講座、人権のつどいを開催してい

きます。「行ってみようかな？」と気軽に

足を運んでいただき、一緒に様々な人権に

ついて学びましょう。そして「こころやわ

らかく」「すてきな感性」を持ち続けてい

きましょう。 
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